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★ 自転車を盗まれる被害が急増！ 　路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています　 買い物など短時間でも路上に放置せず 確実に施錠しましょう ★

学童クラブ
　1年間利用できる「定期利用」、土曜日のみ利用できる「土曜日定期利用」、区立

小学校の休業期間のみ利用できる「学校休業期間利用」を実施しています。

【問合せ】子ども総合センター児童館運営係（新宿7―3―29）（5273）4544・

（3232）0666へ。

★小学校内学童クラブは他校生も利用できま
すが、大久保小学校内学童クラブの他校生利用
は利用時間に一部制限があります。

学童クラブ名 所在地 電話番号

信濃町
信濃町20、信濃町子ど
も家庭支援センター内

（3357）
7166

本塩町
本塩町8
本塩町児童館内

（3350）
1456

四谷第六
小学校内

大京町30 （3357）
7891

北山伏
北山伏町2-17
北山伏児童館内

（3269）
7196

中町
中町25
中町児童館内

（3267）
3321

東五軒町
東五軒町5-24
東五軒町児童館内

（3269）
6895

榎町
榎町36、榎町子ども家
庭支援センター内

（3269）
7617

薬王寺

市谷薬王寺町51
薬王寺児童館内
29年1月～30年1月末は
区立防災センター（市谷仲
之町2-42）で実施

（3354）
5615

早稲田南町
早稲田南町50
早稲田南町児童館内

（5287）
4321

富久小学校内 富久町7-24 （3358）
9071

富久町
富久町22-21
富久町児童館内

（3357）
7638

東戸山
小学校内

戸山2-34-2 （3205）
0363

大久保
小学校内★

大久保1-1-21 （3209）
0803

子ども総合
センター内

新宿7-3-29
子ども総合センター内

（3232）
8812

学童クラブ名 所在地 電話番号

戸山小学校内 百人町2-1-38 （3204）
8081

百人町
百人町2-18-21
百人町児童館内

（3368）
8156

高田馬場第一
高田馬場3-18-21
高田馬場第一児童館内

（3362）
1754

高田馬場第二
高田馬場1-4-17
高田馬場第二児童館内

（3200）
5028

戸塚第二
小学校内　

高田馬場1-25-21 （3205）
9616

落合第一
小学校内

中落合2-13-27 （3565）
0947

落合第四
小学校内

下落合2-9-34 （3565）
0989

上落合
上落合2-28-8
上落合児童館内

（3360）
1413

中井
中井1-8-12
中井児童館内

（3361）
0075

西落合
西落合1-31-24
西落合児童館内

（3954）
0771

北新宿第一
北新宿2-3-7
北新宿第一児童館内

（3369）
5856

北新宿第二
北新宿3-20-2
北新宿子ども家庭支援
センター内

（5330）
1171

西新宿
西新宿4-35-28
西新宿児童館内

（3377）
9353

生活保護を受けている世帯、中国残留邦人自立支援受給世帯、29年度住民税非課税世帯、婚
姻歴のないひとり親家庭で「寡婦（寡夫）控除のみなし適用」に該当する世帯は、利用決定後、申

請により利用料を免除する制度があります。

民間の学童クラブも
利用できます

　区が運営費の一部を助成しています。利用時間・利

用料等詳しくは、各クラブへお問い合わせください。
学童クラブ名（運営主体）・所在地 電話番号

エイビイシイ風の子クラブ（社会福祉法人杉の子会）・大久保２-11-3 （3232）2080

早稲田フロンティアキッズクラブ（㈱フューチャーフロンティアーズ）・西
早稲田3-17-20 大伸第一ビル3階

（3202）5050

しんえい学童クラブもくもく（社会福祉法人新栄会）・高田馬場4-36-12 （5332）5885

区分 29年度の利用期間（日曜日・祝日等を除く）・利用時間 利用料金

定期利用

4月1日～
30年3月31
日

月～金曜日…放課後～午後6時（延長利
用は午後6時～7時）、土曜日、長期休業期
間中の月～金曜日…午前9時～午後6時
（延長利用は午前8時～9時・午後6時～7時）

月額6,000円
延長利用料は1か月
2,000円または1回200
円(月2,000円を限度)

土曜日

定期利用
4月1日～30年3月31日の土曜日午前8時～午後7時 月額1,200円

学
校

休
業
期

間
利
用

4月春休み 4月1日～5日午前8時～午後7時 1,200円

7月夏休み 7月21日～31日午前8時～午後7時 2,700円

8月夏休み 8月1日～24日午前8時～午後7時 6,000円

冬休み
12月26日～30年1月6日午前8時～午後7時
（12月29日～30年1月3日を除く）

1,800円

3月春休み 30年3月26日～31日午前8時～午後7時 1,500円

【対象】区内在住の新小学1～6年生で、

保護者が就労・病気等で昼間家庭にい

ないお子さん

【利用日時・費用】下表のとおり

【申込み】所定の申請書を、12月1日

～28日に各学童クラブ（右表）へ直

接お持ちください（日曜日、祝日を除く）。

※申請書は12月1日から各学童クラ

ブ、子ども総合センター児童館運営係、

児童館、子ども家庭支援センターで配

付します。

※申込時に保護者と簡単な面接をし

ます（後日面接する場合もあります）。

（定期利用・土曜日定期
利用・学校休業期間利用）
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　一部の小学校（右表）では、放課後や夏休みに校庭などの学校施設を

開放して、小学生が自由に活動できる「放課後子どもひろば」に学童ク

ラブの機能を一部付加しています。29年度から「ひろばプラス」の愛称

で運営します。ひろばプラスは、区の学童クラブの利用資格のあるお子

さん（上記学童クラブの対象参照）が平日に利用できます。詳しくは、子

ども総合センター児童館運営係へお問い合わせください。

付加した学童クラブの機能

　利用時間を午後7時まで延長、長期休業期間等の朝の利用時間を午

前8時からに延長するほか、出欠確認や利用時間の管理を行い、希望者

にはおやつを提供しています（月2,000円が必要）。また、希望者への個

人面談等も実施しています。

【ひろばプラス実施校・申請受付場所】右表のとおり

【申込み】所定の申請書を各利用申請受付場所に直接、お持ちください（日曜

日・祝日を除く）。申請書は、12月1日から各利用申請受付場所で配付します。

ひろばプラス
実施小学校

利用申請受付場所・電話番号

津久戸
（津久戸町2-2）

東五軒町児童館
（東五軒町5-24）（3269）6895

江戸川
（水道町1-28）

東五軒町児童館
（東五軒町5-24）（3269）6895

市谷
（市谷山伏町1-3）

北山伏児童館
（北山伏町2-17）（3269）7196

愛日（北町6） 中町児童館
（中町25）（3267）3321

早稲田
（早稲田南町25）

榎町子ども家庭支援センター
（榎町36）（3269）7304
早稲田南町児童館
（早稲田南町50）（5287）4321

鶴巻
（早稲田鶴巻町140）

榎町子ども家庭支援センター
（榎町36）（3269）7304

余丁町
（若松町13-1）

富久町児童館
（富久町22-21）（3357）7638

四谷（四谷2-6）

信濃町子ども家庭支援センター
（信濃町20）（3357）6851
本塩町児童館
（本塩町8）（3350）1456

四谷第六
（大京町30）

信濃町子ども家庭支援センター
（信濃町20）（3357）6851
四谷第六小学校内学童クラブ
（大京町30）（3357）7891

花園（新宿1-22-1）富久小学校内学童クラブ
（富久町7-24）（3358）9071

戸塚第一
（西早稲田3-10-12）

高田馬場第二児童館
（高田馬場1-4-17）（3200）5038
高田馬場第二学童クラブ
（高田馬場1-4-17）（3200）5028

ひろばプラス
実施小学校

利用申請受付場所・電話番号

落合第一
（中落合2-13-27）

中落合子ども家庭支援センター
（中落合2-7-24）
（3952）7751
落合第一小学校内学童クラブ
（中落合2-13-27）
（3565）0947

落合第二
（上落合2-10-23）

上落合児童館（上落合2-28-8）
（3360）1413

落合第三
（西落合1-12-20）

西落合児童館（西落合1-31-24）
（3954）1042
西落合学童クラブ
（西落合1-31-24）
（3954）0771

落合第四
（下落合2-9-34）

落合第四小学校内学童クラブ
（下落合2-9-34）（3565）0989

落合第六
（西落合4-11-21）

西落合児童館（西落合1-31-24）
（3954）1042
西落合学童クラブ
（西落合1-31-24）
（3954）0771

淀橋第四
（北新宿3-17-1）

北新宿子ども家庭支援センター
（北新宿3-20-2）（3365）1121

柏木（北新宿2-11-1）

北新宿子ども家庭支援センター
（北新宿3-20-2）（3365）1121
北新宿第一児童館
（北新宿2-3-7）（3369）5856

西新宿（西新宿4-35-5）西新宿児童館（西新宿4-35-28）
（3377）9353

西戸山（百人町4-2-1） 百人町児童館（百人町2-18-21）
（3368）8156

29年4月から利用するお子さんを募集

　区内の全区立小学校で開設してい

ます。各ひろばの利用時間・利用方法

等詳しくは、新宿区ホームページでご

案内しています。

◆放課後子ども

　ひろばは全ての
　小学生が利用できます

◆学童クラブ機能付き
　 放課後子どもひろば

　「ひろばプラス」

◆学童クラブ機能付き
　 放課後子どもひろば

　「ひろばプラス」

元気な高齢者向け介護予防教室
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